
補助上限
1０万円

各業界団体が定めるガイドライン等に沿って取り組む感染症対策「飛沫感染防止
のアクリル板やビニールカーテン、非接触式体温計や消毒液の購入」などの経費を
補助するものです。飲食店が新たに業態転換（テイクアウトや宅配等）に要した経
費も対象です。

お店の感染症対策は
万全ですか？ 補助対象経費
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【新型コロナウイルス対策】令和２年度岩手県補正予算地域企業感染症対策等支援事業費補助金

【対象者】
①中小企業者又は個人事業主で、
②来店型の店舗を県内に有する事業者

・飲食業・小売業・サービス業（宿泊業含む）
※中小企業者を構成員とする団体も可

【補助額】
補助対象経費について、１０万円を上限に実費
（実際に支払った金額を補助します。)

【補助対象期間】
令和２年４月１日～１２月３１日

※令和２年４月１日以降で交付決定前に着手した経費も支払いの確認ができれば対象

【補助対象期間】
令和３年１月８日（金）

【対象となる対策事例】

【申込み・問合せ先】八幡平市商工会本所 ℡  76-2040 、安代支所 ℡ 63-1001

フェイスシールド 非接触型体温計 センサー付き水道蛇口 アクリル板



補 助 対 象 経 費

□新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防のために行う対策であること。

□業種別ガイドラインが策定されている分野は、そのガイドラインに基づく対策で

あること。
【業種ごとの感染拡大予防ガイドライン】岩手県ホームページ

https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/iryou/covid19/category_guideline.html

□対象となるもの・ならないもの



対 象 業 種



書 類 備 考
補助金申請書兼請求書（様式第1号）
支出（購入）した経費が実際に支出されていること
がわかる書類（支出した経費の①支払者と支払先、
②内容や数量、③支出金額、④支払日 が確認でき
るもの）

領収証、レシート（宛名のないものは不
可）、発注・契約書等の写し
設置した物品の現地写真など追加資料を提
出していただく場合があります。

受取口座通帳の写し 通帳の表面（①店番号、②口座番号）、通
帳の２面（③名義（カタカナ）が記載され
た面

【法人の場合のみ】
法人登記事項証明書又は法人番号が分かる資料の写
し

法人番号が分かる資料（法人番号指定通知
書、法人番号公表サイトの検索結果画面の
画面印刷等）

【個人事業主の場合のみ】
代表者の確認書類（公的機関が発行する証明書等の
写し いずれか１点）

運転免許証、パスポート、健康保険証、介
護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険
者証、マイナンバーカード（個人番号カー
ド）等

【代表者（申請者）と振込口座名義が異なる場合】
代理受領に関する委任状

★申請書類・添付資料

商工会に
事前相談

感染症対策

実施、申請

書類作成

商工会に申請
最終申請期限

令和３年１月８日

交付額確定

補助金交付

申 請 の 手 続 き

□ 業種や購入した物品等が補助対象になるか、事前に商工会にご相談
ください。

□ 申請できるのは１事業所につき１回のみです。
□ 消費税は補助対象外となりますので、税抜価格を補助対象経費とし

て算定してください。
□ 次の場合は、補助対象外となります。

・他制度による補助を受けているもの
・感染症対策としての利用実態が認められないもの（私的利用、販売やレンタル

用途）
・通常の生産活動のための設備投資の費用、単なる更新の費用と解されるもの
・支出時点の市場価格や一般的な売価と比べて著しく高額と認められるもの

★申請にあたっての注意事項

八幡平市商工会ＨＰ → 事業者のページ →八幡平市商工会新型コロナウイルス感染
症関連情報に様式掲載 https://www.shokokai.com/hachimantai/kaiin.html


